
 

１０．「働きやすい職場認証制度」審査申請費用助成 

 

１ 事業概要 ・静岡県トラック協会では、職場環境改善に向けた取組みを「見える化」し、求職者

に対して運転者への就職を促進するため、また自動車運送事業者の改善への取り

組みを促し、より働きやすい労働条件・労働環境を実現するため、一般財団法人日

本海事協会が実施する「働きやすい職場認証制度」の取得を推進することを目的

に、審査費用の一部を助成します。 

２.助成対象 ・令和４年４月１日から令和５年２月１５日までの間に一般財団法人日本海事協会

（以下、日本海事協会）に審査申請を完了し、日本海事協会へ審査料の支払いが完

了した本社営業所を静岡県内に有する会員事業者。 

・審査料のみ助成対象となります。（登録料は対象外です） 

３.予算総額 １００万円  

※ただし、予算到達次第受付終了します。 

４.助成金額 １会員上限２０，０００円 

※審査料が 20,000円に満たない場合は実費分の千円未満を切り捨てた金額を助成 

５.助成期間 ・令和４年４月１日～令和５年２月１５日 

※ただし、先着順とし予算到達次第受付終了します。 

６.助成要件 ・以下の条件をすべて満たしていることを必要とします。 

①静岡県トラック協会の会員となり、２カ月以上経過していること。 

②本助成申請時の直近までの会費が完納されていること。 

③社会保険に加入していること。 

７.申請方法 ・申請は１会員１回限りといたします。 

・「働きやすい職場認証制度交付申請書（兼助成金請求書）」に、下記の書類を添付し

静岡県トラック協会業務課宛に提出してください。（郵送可） 

 

①審査料の請求書の写し 

②審査料の領収書の写し 

③厚生労働省年金局発行の直近の「保険料納入告知額･領収済額通知書」の写し 

④助成金振込先金融機関の通帳等の写し 

※金融機関（支店）名・口座名義・口座番号記載のもの。 

※当座預金の場合は小切手帳の写し等振込先情報が確認できるもの 


